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令和２年第８回木島平村教育委員会定例会会議録 

 

 

１ 開催日時   令和２年８月２６日（水）１５：３０～１７：１５ 

 

２ 場  所   木島平村役場 議員控室 

 

３ 出  席   教 育 長   小林  弘 

教育長職務代理者   佐藤 秀雄 

         委    員   本山三智子 

         委     員   月岡 英彦 

         委 員   佐藤小百合 

 

 

４ 出席した事務局職員 

         子育て支援課長   島﨑かおり 

         生涯学習課長   髙木 良男 

         生涯学習係長   大口 晴男 

         子育て支援係長   武田 幸一 
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１ 開 会  午後３時３０分 

 

２ 前回会議録朗読承認（署名） 

  令和２年７月３０日開催の第７回木島平村教育委員会定例会会議録を島﨑

子育て支援課長が朗読し、出席者全員が内容を確認のうえ、全員が承認し署

名した。 

 

３ 教育長報告 

（１）村内での熊の出没による児童生徒の安全確保と対応について 

（２）小中学校宿泊体験学習・修学旅行の代替行事の実施について 

（３）【校長園長会】夏季休業中における児童生徒の報告事項の有無、二学期 

迎えるにあたり新たな決意で、校長の二学期の学校経営計画・重点課題に 

ついて、コロナウイルス感染症対策の徹底について、教育の根底にある人 

権同和教育について等、指示事項のほか臨時休業中の子どもと保護者の 

「実態調査」結果について報告した。 

 

４ 議 事 

（１）議案第８号から第１２号 

  ①議案第８号 木島平村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の一部改正について 

  ②議案第９号 令和２年度木島平村一般会計補正予算（第７号）について 

  ③議案第１０号 令和２年度木島平村学校給食特別会計補正予算（第１

号）について 

  ④議案第１１号 令和３年度から使用する中学校教科用図書採択について 

  ⑤議案第１２号 財産の取得について 

小林教育長 

 

 

 

 

 

 

島﨑課長 

 ４番、議案（１）議案第８号から議案第１２号につい

てお願いします。  

 

 〇資料１（木島平村特定教育・保育施設及び特定地域 

型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部 

改正について）に基づいて説明 

  

 議案第８号からお願いします。木島平村特定教育・保 
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育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定 

める条例の一部改正についてです。新旧対照表の方から 

お願いいたします。制度の内容につきましては、内閣府 

令の改正がありましてそれに伴いまして村の条例も改正 

するものです。まず、用語として分かりづらい部分があ 

りますので、説明させて頂きますが、タイトルの部分で 

特定教育・保育施設とありますが、これにつきましては 

幼稚園ですとか、保育園といったものになります。特定 

地域型保育事業、こちらにつきましては０歳児から２歳 

児までを対象としまして、小規模な施設で１９人以下の 

お子さんの保育を行う施設でございます。今回改正の中 

身としましては、副食費の提供に関する費用の取り扱い 

について、まず 1点目、副食費の費用提供に関する費用 

の取扱いについて変更がありました。内容としまして 

は、去年１０月から３歳から５歳までのお子さんについ 

ては保育料が無償化となりました。保育料の無償化に伴 

いまして、これまで保育料に含まれていました副食費の 

分ですが、月額４，５００円が含まれていた訳ですが、 

それを保護者負担とするというものであります。一応今 

回は保護者から支払いを受けることができると言う「で 

きる規定」でありますが、村ではその副食費を徴収しな 

いということになっています。条例は、国の改正になら 

って保護者からの徴収ができるということに改正させて 

いただきます。ただその対応としまして、副食費の助成 

を村の要綱で別に定めまして、そちらの要綱に沿って助 

成の方は対応していきたいというものであります。それ 

から、副食費の免除の対象が今回拡幅されまして、年収 

３６０万未満相当の世帯まで広がりました。もう一つ主 

な改正の要点としましては、木島平村ではあまり関係な 

いのですが、小規模施設の保育の認可の条件の一つとし 

て、例えば保育園など連携施設として確保することが認 

可の条件となっていますが、実際問題それが難しいこと 

も多いようです。ですので、連携施設がなくても認可で 

きる経過措置をさらに５年延長するという内容です。そ 

れからもう一点ですが、子ども子育て支援法の一部改正 
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小林教育長 

 

 

島﨑課長 

 

 

 

 

 

 

 

小林教育長 

 

 

 

佐藤秀雄委員 

 

 

 

島﨑課長 

 

 

 

 

佐藤秀雄委員 

 

島﨑課長 

 

小林教育長 

により、用語の改正を行うものです。新旧対照表を見ま 

すと支給認定ですとか 特定教育保育給付認定ですとか  

そう言った言葉がたくさん出てきますが、法の改正によ 

り用語の一部を改正するものです。  

 

 

  今、副食費という言葉が出ましたが、その副食費は改

改正の中には出てきているのですか。 

 

  １３条になります。利用者負担額の受領の第４項の次 

に掲げる費用の支払いを保護者から受けることができ 

る。（３）食事の提供に要する費用というものです。 

条例の中では、副食費という言葉は出てきませんが食事 

の提供ということになります。  

 

 〇質 疑 

 

  条例改正ということでありますが、何か質問がありま 

したらお願いします。 

 

 

  アのところに副食の提供というものはありますね。 

 ４号はなんですか。提供されるようになったというこ 

とですか。 

 

  そうですね、ありました。今までは保育料に含まれて 

いまして、それが保育料をいただくかなくなったのです 

が、ご飯は食べているので副食費は保護者からもらうよ 

うに、という国の法律の改正です。 

 

  今は、もらってないですか？   

   

村はもらっていないです。 

 

  例えば簡単な例です。５，０００円を保育料としても 
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島﨑課長 

 

佐藤秀雄委員 

 

小林教育長 

 

 

教育委員 

 

小林教育長 

 

 

小林教育長 

 

島﨑課長 

 

 

 

 

 

 

 

武田係長 

 

 

 

 

 

 

らって、そのうち副食費というか食事代は１，５００円 

で、あと３，５００円は保育料だということで、保育料 

が無料になったので３，５００円はいただきません。し 

かし、今までもらっていた１，５００円は保護者からい 

ただきますよという、そういう解釈でよろしいですか。 

 

 そうです。 

 

  食べる分は、もらうということですね。  

 

  他に何かありましたらお願いします。 

よろしいですか。 

 

 （全員承認） 

 

それでは、条例改正について認めていただくことでよ 

ろしいですか。ありがとうございます。 

 

議案第９号についてお願いします。 

 

令和２年度木島平村一般会計補正予算第７号について 

です。子育て支援係、生涯学習係それぞれ担当係長から 

説明させていただきます。 

 

 

〇資料１（令和２年度木島平村一般会計補正予算 

（第７号）について）に基づき説明 

 

１７ページお願いします。民生費の児童福祉費です。  

説明書右側の欄で説明させていただきます。 

まず、児童福祉費福祉総務費人件費でありますけれど 

もこちらにつきましては、職員の人件費です。３，３６ 

９千円の減額ということで、内容につきましては給料、 

職員手当、共済費等になっております。その下、ひとり 

親世帯臨時特別給付金の給付事務費、こちらの方は給付 
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事務費に対する補助金の増額であります。報酬３００千 

円、需用費消耗品で１８５千円、役務費８千円、機器類 

の借上料としまして、１３３千円の合計６２６千円を計 

上しています。補助金財源につきましては、５１１千円 

の県の補助金を入れています。２の保育所費につきまし 

ても、こちらも職員の人件費であります。保育所人件費 

５２７千円の増、その下保育所管理運営事業１，８０４ 

千円の減額で報酬、給与、職員手当等による計上であり 

ます。１８ページ保育所管理運営事業のその他委託料と 

しまして、４８２千円ほど計上しています。こちらにつ 

きましては、調査費にあたります。保育所の調査費で 

す。今現在、中学校の管理費で学校施設等の長寿命化計 

画策定業務の委託ということで、中学校が大変老朽化し 

ており今後、長寿命化を図っていくということで、劣化 

調査を行うそうした調査費になります。それを現在、中 

学校の管理費で一括予算計上しておりましたが、ここで 

保育所、給食センター、小学校、中学校それぞれに調査 

を行うということで、予算の組み替えをしたものであり 

ます。それが、保育所でありますが４８２千円ほどにな 

ります。その下、保育の実施委託事業、こちらにつきま 

しては昨年度保育、村外の保育所を利用した委託事業で 

ありますが、そちらの実績に伴う国庫・県費負担金の返 

金であります。国につきましては１５千円ほど、県につ 

きましては８千円ほど返還するということで、その分の 

予算計上であります。同じくその下児童クラブの内容も 

同じようになっておりまして、実績に伴う返還となりま 

して１９１千円ほど計上しております。２５ページお願 

いします。こちらにつきましては教育費でありまして、 

教育総務費事務局費であります。職員の人件費の変更と 

いうことで １，４７８千円ほどの減額、給料、手当、共 

済費であります。２６ページにつきましては、小学校費 

であります。小学校管理費です。１，２００千円ほどに 

なります。先ほどのその他委託料につきまして、長寿命 

化にかかる予算の配分金です。小学校１，１９２千円ほ 

ど計上しています。その下の中学校費も同様の内容とな 
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小林教育長 

 

 

 

大口係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

っております。中学校管理費、こちらにつきましては、 

その他委託料１，７７８千円の減ということで、当初保 

育所、給食センター、小学校の組み換えによる減額であ 

ります。負担金が８千円ほど、負担金につきましては統 

合型校務支援システムの利用費、先ほど小学校でも負担 

金計上してありますが、こちらにつきましてはシステム 

利用費の変更増ということで、昨年度から小中学校で学 

籍、出欠、通知表等システム管理を行っています。その 

システムの負担金が、それぞれ８千円増額となっており 

ますので計上しております。２８ページの給食センター 

教育費保健体育費の給食センター運営費であります。 

 こちらにつきましては、その他委託料としまして、先ほ 

どの長寿命化にかかる業務委託の予算組み替えに伴う増 

額ということで１０４千円です。備品購入費としまし 

て、こちらは給食センターのプリンターが故障したとい 

うことで、２４千円計上しています。その下、災害復旧 

費であります。こちらにつきましては、５番の一番下の 

行になりますが、厚生労働施設災害復旧費、民生施設災 

害復旧費としまして保育園になります。７月の豪雨災害 

法面崩落の復旧工事費４９５千円を計上しています。 

 

 それでは、生涯学習課お願いします。 

  

 〇説 明 

 

  ２６ページの最下段お願いします。９款の教育費のう 

ち１目の社会教育総務費になります。この部分につきま 

しては、社会教育関係の職員の人件費の補正でございま 

すけれども、これにつきましては総務課からの指示によ 

ります補正でございます。続きまして、２７ページ３目 

の図書館費になります。３３千円ほど増額補正をお願い 

するのですが、これにつきましては現在図書館に Wi-Fi 

の環境がありません。今回、新型コロナウイルス感染症 

対策でも、デジタル図書館を推進しなさいというような 

項目がございます。それに合わせまして、図書館に Wi-Fi 
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の環境を整えていきたいと思いますが、装置そのものは 

総務課の方で用意をしていただきます。その後の運営に 

かかる通信費について、こちらの方で補正をさせていた 

だきたいと考えています。Wi-Fi環境は図書館の方に設置 

するのですが、災害発生時には若者センターも避難所に 

なりますので、こちらの研修室でも Wi-Fi環境が利用で 

きるように整えていきたいと考えています。続きまし 

て、５目の文化財保護費です。これにつきましては、支 

出の補正はございません。財源内訳のその他の中で１２ 

５千円を計上させていただきました。これは７月の末に 

刊行となりました「新編 木島平史話」の販売代金を見 

込むということで、一般財源の方からその他財源という 

ことで、売上の金額を移すということで、財源内訳の変 

更でございます。 一冊あたり５００円の２５０部の販売 

を見込んでいます。続きまして、７目の若者センター管 

理費になります。こちらも支出の補正はございません。 

財源内訳の変更をさせていただきたいと思います。これ 

につきましては、７０千円をその他財源で見ていますが

これは商工会の事務局が図書館の横に入りました。その 

部分の月々の使用料について、こちらへの計上の指示が 

ありましたので一般財源からその他財源の方へ組み換え 

をさせていただくものでございます。１０目の農村交流 

館管理費であります。１９８千円の増額補正をお願いす 

るわけでありますが、これにつきましては、農村交流館 

に入っていただきまして、左手にあります２階に上がる 

階段がありますが、そこに滑り止めをつけてありますが 

、そこが経年劣化で剥がれてきたということで、ノンス 

リップの取り替えをお願いするものであります。続きま 

して、その下の保健体育総務費になります。こちらにつ 

きましては、社会体育にかかわる職員の人件費の補正で 

す。こちらにつきましても、総務課からの指示による補 

正でございます。よろしくお願いいたします。 

 

   〇質 疑 
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小林教育長 

 

 

 

教育委員 

 

小林教育長 

 

 

 

 

 

 

島﨑課長 

 

 

 

 

 

武田係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小林教育長 

 

 

教育委員 

 

質問がありましたらお願いします。なければ、議案第 

９号令和２年度木島平村一般会計補正予算について承認 

頂いたということでよろしいでしょうか。 

 

(委員全員承認) 

 

  ありがとうございました。続きまして、第１０号、給 

食の特別会計補正予算お願いします。 

 

 

 〇資料１（令和２年度木島平村学校給食特別会計補

正予算（第１号））に基づいて説明 

 

令和２年度木島平村学校給食特別会計補正予算（第１ 

号）についてです。武田係長から説明をさせていただき 

ます。 

 

  〇説 明 

 

  補正予算資料第 1号ご覧いただきたいと思います。こ 

ちらにつきましては、令和元年度からの繰越金９７６千 

円が確定したことによる、歳入繰越金及び歳出の予備費 

増額補正をするものです。１ページの歳入、補正前の額 

が２０，３９８千円、ここに９７５千円を補正増額して 

２１，３７３千円とするものです。同様に２ページめく 

っていただきますと、歳出の予備費があります。同様に 

２１，３７３千円補正計上するものです。以上です。 

 

   〇質 疑  

 

  今説明がありましたが、質問はありますでしょうか。

よろしいでしょうか。 

 

  （委員全員承認） 
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小林教育長 

 

 

 

 

 

 

島﨑課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  承認ということでお願い致します。それでは、第１１

号お願い致します。 

 

 

 〇資料１（令和３年度から使用する中学校教科用図

書採択につい）に基づいて説明 

 

  令和３年度から使用する中学校教科用図書採択につい 

てであります。８月５日付、中高飯水地区中学校教科用 

図書採択研究協議会、今年は飯水地区が当番ということ 

でありまして、飯水地区連絡協議会からの通知でありま 

す。この協議会委員につきましては、中高飯水地区の教 

育長、教育長職務代理者そして中高飯水地区ＰＴＡ連合 

会の正副会長、総勢１６人で構成されている協議会であ 

ります。第１回の採択協議会は６月２４日水曜日に開か 

れましたが、この日は６月定例議会の日でありまして、 

教育長と私は欠席でありましたが、佐藤職務代理者に出 

席していただきました。この日は教科用図書の調査研究 

会、校長先生とかそれを扱う先生がどの教科書が良いか 

ということで研究会を開いたということであります。そ 

して、７月３１日に開催しました２回目の採択協議会に 

おきまして、調査研究会からの報告に基づきまして、令 

和３年度から中学校で使用する教科用図書の選定をした 

というものであります。その選定の結果を載せてありま 

すので、よろしくお願いいたします。選定した教科用図 

書及び選定の理由であります。一覧表になっておりまし 

て、国語、社会、数学、理科、道徳まであるわけでござ 

いますが、それぞれ発行者の光村図書など出版社が掲載 

されております。次のページには、選定理由がありま 

す。いずれの教科においても全ての教科書が文科省の検 

定を得たものであり、新学習指導要領に基づいて編纂さ 

れ、学習内容及び学習活動への配慮が適切になされてい 

たというものであります。それで本日、採択をお願いす 

るということでありますのでよろしくお願いいたしま 

す。 
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小林教育長 

 

 

 

 

 

教育委員 

 

小林教育長 

 

 

 

 

 

 

島﨑課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小林教育長 

 

  

 

教育委員 

 

小林教育長 

 〇質 疑 

 

  今、説明がありました。それぞれの各教科書の選定委 

員の方から説明あり、今話がありましたように教育長、

それから職務代理者のところで意見は述べてそしてこの

ような採択の案が出ましたが、質問ありますでしょう 

か。 

 

   （委員全員承認） 

 

  よろしいでしょうか。それでは、木島平の方もこれで 

承認ということであります。第１２号財産の取得につい 

てお願いします。 

 

 

  〇資料１（財産の取得について）に基づき説明 

 

  こちらの方を追加させていただきましたが、午前中Ｇ 

ＩＧＡスクールにかかわるパソコン３３６台の入札を行 

いまして、今日の定例会で承認をいただくというもので 

ございます。内容としましてはＧＩＧＡスクール用タブ 

レット端末３３６台、小学校が２１０台、中学校が１２ 

６台であります。取得の方法は 指名競争入札。契約金額 

が２２，５８２，５６０円であります。契約の相手方で 

ありますが、富士電機ＩＴソリューション株式会社信越 

支店であります。以上です。 

 

  ＧＩＧＡスクール用のタブレット端末は本日入札があ 

 りまして、富士電機ＩＴソリューション信越支店が落札 

であります。よろしいでしょうか。 

  

  （委員全員承認） 

 

  議案第１２号は承認ということです。 
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５ 協 議 

 （１）令和元年度事業実績及び主要施策の成果について 

 

小林教育長 

 

 

島﨑課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武田係長 

 

 

 

大口係長 

 

 

 

小林教育長 

 

 

佐藤秀雄委員 

 

 

 

 

 

 

 

それでは協議事項に入ります。（１）令和元年度事業 

実績及び主要施策の成果についてお願いします 

 

  ９月の定例議会に向けてでありますが、令和元年度、 

前年度の決算ということでありまして、７月に村の監査 

委員による決算監査が行われており、この決算資料に基 

づきまして９月議会において決算の認定をいただくとい 

うことになります。決算の説明については、決算審査の 

時もそうですが、事業実績及び主要施策の成果、本日お 

配りしました資料に基づいて説明しておりますのでお願 

いします。子育て支援係、生涯学習係それぞれ係長から 

ご説明申し上げます。 

 

○資料２に基づき説明 

  子育て支援課関係【一般会計、学校給食特別会計、奨 

学資金貸付事業特別会計】 

 

  生涯学習課関係【一般会計】 

 

   〇質 疑 

 

  非常に多くの事業量のところでありますが、質問はあ

りますか。 

 

  １９２ページ中学校管理事業でグラウンドとかエアコ 

ンとか小学校と一緒ですが、トイレとかいろいろ改修が 

入っていますが、中学は全体的にはだいぶ老朽化が進ん 

でいるという話ですので、グラウンドのところに９，７ 

９５，６００円となっていますが、今のところで改修し 

て維持していくというコンセンサスはできているのでし 

ょうか。中学校は将来建て替えるのか、将来像、見通し 

が知りたいと思います。 
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武田係長 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤秀雄委員 

 

 

 

 

 

 

小林教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤秀雄委員 

 

 

 

小林教育長 

 

  長寿命化計画の策定業務で補正にもあげてあります 

が、今後の計画づくりといいますか、今中学校が大変古 

いものですから、どの時点で大きな改修をしたらいいの 

かということで、児童生徒数にもよりますが現在調査し 

ているものです。当面の間は、今の施設を使いながらと 

いうかたちになります。今年、調査を行い今後の改修工 

事の計画づくりに向けて取り組みます。 

 

建て替えることも含めて、中学校のグラウンドはもと 

もと田んぼだったところだと思います。非常に水はけが 

悪くて、よくないという話を先生方から聞いているわけ 

です。中学校を造り替えていくという事であれば、全体 

ビジョンの長期計画が出てきたら示していただければと 

思いますし、是非検討いただきたいと思います。 

 

  持続可能な校舎の維持になってくるかと思いますが、 

グラウンドについては、整備がだいたい１０，０００千 

万円近くどこの学校もかかるわけですが、その様な状況 

があって昨年度は整備をしました。実際にこれからの生 

徒数や校舎を建て替えるとなると、かなりの費用が考え 

られますのでその辺のところは、政治的な判断になると 

思います。体育館や校庭の広さ等いろいろな面を考えな 

がら、今後より良い教育環境を維持していくため、それ 

に向けて今、進めているところです。 

 

  小中学校を木島平村全体としてどう考えていくか、検 

討していく必要があると思います。よろしくお願いしま 

す。 

   

  他にございますか。それでは、協議ということで(１) 

についてはご理解いただけたという事であります。 
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（２）教育委員会例規等制定について 

  ①木島平村満３歳以上教育・保育給付認定子どもに係る副食費助成事業 

実施要綱について 

 

小林教育長 

 

 

 

 

 

 

 

島﨑課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小林教育長 

 

  それでは（２）教育委員会の例規等制定についてお願 

いします。 

 

 

 〇資料３（島平村満３歳以上教育・保育給付認定子ど 

もに係る副食費助成事業実施要綱について）に基づ 

き説明 

 

  資料３お願いします。１枚もののＡ３です。先ほどは 

条例でしたので９月議会にあげるために説明をさせてい 

ただきました。今回要綱は協議ということでお願いしま 

す。木島平村満３歳以上教育・保育給付認定子どもに係 

る副食費助成事業実施要綱です。先ほどの条例では、基 

本的には保護者から副食費を徴収することができるとい 

う規定で、条例改正したわけですが、木島平村は徴収し 

ないということになっていますので、その部分に対応す 

るために要綱を定めたものです。趣旨としましては、満 

３歳以上教育・保育給付認定子どもに係わる、教育・保 

育給付認定保護者が特定教育・保育施設等に支払うべき 

食事の提供に要する費用を助成することに関し必要な事 

項を定めるものとするというものです。第３条の助成対 

象者ですが、満３歳以上 教育・保育給付認定子どもに係 

る教育・保育給付認定保護者であって村内に住所を有す 

るものとする。その下の助成の範囲ですが、助成の範囲 

となる副食費は満３歳以上教育・保育給付給付認定子ど 

も 一人当たり月額４，５００円を上限とするというもの 

です。附則としまして、公布の日からこの要綱を公布と 

するものであります。  

 

 先ほど副食費は３歳以上の場合、無料にならないとい 

う話でしたが、今回のこの実施要綱は負担すべき副食費 
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島﨑課長 

 

 

 

 

 

 

 

小林教育長 

 

 

教育委員全員 

の４，５００円を上限として村で助成するというものに 

なりますか。 

  

  助成の方法としまして、第５条のところに村が設置者 

または事業者である特定教育保育施設にあっては 助成 

対象者にかかわる副食費の支払いを免除することによっ 

て行うとなっていますので、免除するということでお願 

いしたいというものです。 

 

   〇質 疑 

 

  要綱を作って、教育委員会で承認をいただくというこ 

とでよろしいですね。何か質問はありますか。  

  

  （委員全員承認） 

 

 

６ 報 告 

（１）保育園、小中学校の状況について 

   島﨑子育て支援課長が、資料４に基づき保育園及び小中学校の状況につ

いて報告した。 

 

（２）島﨑子育て支援課長が、資料５に基づき令和２年度長野県町村教育長会

研修総会中止に伴う書面決議等結果について説明した。 

 

（３）島﨑子育て支援課長が、資料６に基づき令和２年度長野県市町村教育委 

員会連絡協議会研修総会中止に伴う研修総会全体会報告事項の送付につ 

いて説明した。 

 

（４）その他 （特になし） 

 

７ その他 

（１）・当面の日程（諸行事・会議等） 

    島﨑子育て支援課長が、当面する諸行事・会議等について説明した。 
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   島﨑子育て支援課長が、令和２年度第９回教育委員会定例会の開催日

程について提案した。全委員が了承し、「令和２年度第９回教育委員

会定例会を令和２年９月２３日（水）午後３時３０分から開催するこ

とを決定した。 

  ・島﨑子育て支援課長が、資料７に基づき令和２年度新任教育委員研修

会の中止について報告した。 

・島﨑子育て支援課長が、村内６団体親善球技大会の開催日程について

説明した。 

 

（２）その他 

髙木生涯学習課長が、資料に基づき生涯学習課に係る８月の行事等の経 

過と今後の行事について報告、説明した。 

 

８ 閉 会  午後５時１５分 

 

  小林教育長が閉会を宣言した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


